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防衛省では「防衛施設周辺の生活環境
の整備等に関する法律」に基づき、自衛
隊や在日米軍の飛行場の運用に伴う航空
機による騒音の障害を防止又は軽減する
ために、学校などの施設に対して防音工
事の助成を行っています。

はじめに

このパンフレットは、皆様方に防音工
事の現行制度を知っていただくため、そ
の内容と申請の手続きなどをわかりやす
く、ご紹介するものです。
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１ 防音工事とは

１

※「音響で著しいもの」とは

■防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（抜粋）

第三条（障害防止工事の助成）第２項

国は、地方公共団体その他の者が自衛隊等の航空
機の離陸、着陸等のひん繁な実施その他政令で定め
る行為により生ずる音響で著しいものを防止し、又
は軽減するため、次に掲げる施設について必要な工
事を行うときは、その者に対し、政令で定めるとこ
ろにより、予算の範囲内において、その費用の全部
又は一部を補助するものとする。

■防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令
第五条（著しい音響の基準）

法第三条(障害防止工事の助成)第２項の規定によ
る補助は、音響の強度及びひん度が同項各号に掲げ
る施設についてそれぞれ防衛大臣が定める限度を超
える場合に行うものとする。

※ 防衛大臣が定める限度を超える場合に補助の対象となりますが、
音響の強度及びひん度の確認は、原則、対象施設毎に音響測定を
行い、音響の障害を確認することとなります。

(幼稚園､小学校､中学校､高等学校､中等教育学校､特別支援学校､大学､高等専門学校､専修学校､保育所､福祉型障

害児入所施設､福祉型児童発達支援センター､児童自立支援施設､身体障害者福祉センター､職業能力開発校､障害

者支援施設及び障害福祉サービス事業を行う施設及び幼保連携型認定こども園)

(病院､診療所､助産所､保健所､医療型障害児入所施設､医療型児童発達支援センター､救護施設､老人デイサービス

センター､特別養護老人ホーム､老人介護支援センター及びこども家庭センター)

学校等

病院等

(幼稚園､小学校､中学校､高等学校､中等教育学校､特別支援学校､大学､高等専門学校､専修学校､保育所､

福祉型障害児入所施設､児童発達支援センター（肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除

く）､児童自立支援施設､家庭的保育事業等を行う施設、身体障害者福祉センター､職業能力開発校､障

害者支援施設及び障害福祉サービス事業を行う施設、幼保連携型認定こども園)

(病院､診療所､助産所､保健所､医療型障害児入所施設､児童発達支援センター（肢体不自由のある児童

に対して治療を行うものに限る）救護施設､老人デイサービスセンター､特別養護老人ホーム､老人介

護支援センター、こども家庭センター)



２ 防音工事の内容

２

防音工事は、遮音（防音サッシの取付け）、密閉さ

れた室内空気の換気・除湿（空調機器の取付け）及び
室内の壁・天井を吸音材料などで仕上げることが、主
な内容です。

音響測定の結果によって、防衛省の定めた「防衛施
設周辺防音事業工事標準仕方書」により工事（１～４
級）を行って頂きます。

【換気・除湿】
空調機器を取り付けします。
（全熱交換器及び個別分散空調等）

【 遮音 】
防音サッシに取り替え
します。

【 吸音】
壁・天井を吸音材料

などで仕上げます。

[ 保育所の防音工事の例 ]



３ 補助金の額

○○保育園の改造防音工事

防音工事に係る費用は

原則１００％補助です。
※工事の方法によっては、
自己負担が生じます。

改造工事（いわゆる改修工事）の場合は、補助率10/10です。
しかしながら、下記表の規定に基づき、改築工事（いわゆる建替
工事）として防音工事を実施する場合等は、自己負担が必要とな
ります。

３

■工事種別

また、本工事に併せて、材料などをグレードアップする場合や、
防音工事とは関係のない工事（床の張替など）に要する費用も、
自己負担となります。



４ 防音事業関連維持事業

４

防音工事を実施した保育所、幼稚園、小学校、中
学校及び高等学校などに設置されている換気設備及
び除湿設備を、騒音防止のため、稼働させ、又は稼
働し得るよう維持する際の電気料金等について助成
を行っています。
※平成２８年度以降は１級工事又は２級工事により実施する事業に限ります。ただし平成２７年度以降に

実施設計に着手したものを除きます。また、３級及び４級に限り、平成２８年度以降新たに設置した
空調設備の維持費は補助対象外となります。

稼 働 日 誌

１ 施設名：○○○保育園
２ 稼働年月日：令和○○年○○月○○日○曜日
３ 稼働責任者：○○ ○○（職名）
４ 稼働記録表

５ 毎月１日の電力量計の数値：1234567890

空調設備の系統 稼働した空調設備 稼働時間帯 稼働時間

換 気 設 備 の み
除 湿 設 備 (  冷房 )○○保育室

○○：○○～○○：○○
○○：○○～○○：○○

○○時間○○分
○○時間○○分

○補助の内容は次のとおりです。

■稼働状況は、日々の稼働日誌に拠ります。（下記参照）

■除湿設備の稼働に要する対象期間（換気設備は１年間）

・毎年３月１日から１１月３０日まで

■補助の額

・電力量料金及びガス料金等の合計額に１０分の９を乗じて得た額と基本料金に１０分の１０を乗じ
て得た額の合計額の範囲内の額。

■補助の対象とする料金

(1) 空調設備の動力として使用した各月の電力量に対する電力量料金
(2) 空調設備のうち、除湿設備の稼働に要した各月のガスの料金又は燃料油の代金
(3) 対象施設に係る契約電力に対する各月の基本料金のうち空調設備の動力分に相当する料金



５

補助事業等計画書の提出

交付を受ける方が行う部分

国（地方防衛局）が行う部分

工事請負業者等が行う部分

補助金の内定通知

補助金の交付申請書の提出

補助金の交付決定通知

契約（設計、工事、監理）

工 事 等

完成検査

実績報告書の提出

完了確認

補助金の確定通知

請求書の提出

補助金の支払

音響測定の実施

■補助金の交付を受けようとする方は、交付を受けようとする会計年度の前年度
の５月１０日までに、補助事業等計画書を提出していただきます。

■原則として、対象施設毎に音響測定を行い、音響の障害を確認します。

■補助金の交付を受けようとする方に、補助金の交付が内定した旨の通知を行い
ます。

■国は、申請内容を審査した上で、補助金の交付を受けようとする方に対し、補
助金の交付の決定を行います。（交付決定以降、補助金の交付を受けることと
なった方は、補助事業者となります。）

■工事は、工事請負業者による工事、設計事務所による施工監理を実施します。

■補助事業者及び設計事務所は、工事の完成検査を行い、不備な点は工事請負業
者に是正していただきます。

■補助事業者は、国に事業の成果を記した実績報告書を提出していただきます。

■契約（設計、工事、監理）は、補助事業者において行っていただきます。

■国は、交付決定の内容のとおり事業が行われたかを確認します。

■国は、完了確認後、補助事業者に対し補助金の確定を行います。

■補助事業者から、国に確定された補助金の請求書を提出していただきます。

■国から補助事業者に対し補助金をお支払いします。

５ 防音工事の助成の手続き

着手報告書
■補助事業者は、国に事業に係る契約状況及び補助事業等の着手年月日等を記載
した補助事業等着手報告書等を提出していただきます。

※補助事業等計画書を提出していただく前に、具体的な補助事業の事務手
続き等を御説明しますので、最寄りの地方防衛局までお問い合わせ下さ
い。

■補助金の交付を受けようとする方は、補助金の内定通知書を受けて、本事業に
係る事業の内容及び経費配分を記載した補助金等交付申請書を提出していただ
きます。

◇事務手続きの一部について、電子メールでやり取りすることが可能ですので、
希望する場合は、沖縄防衛局に申し出てください。



６ 設計事務所及び工事請負業者との契約

６

音響測定の実施

■防音工事の実施にあたっては、設計及び工事の施工監理を「設計事務所」と、工事
を行う「工事請負業者」と、契約を締結していただきます。

■契約は、補助金の交付決定後に行っていただくことになります。

■契約前に工事に着手することはできません。

■設計事務所と工事請負業者は、それぞれ別の会社（※)にしていただく必要があります。

※資本又は人事面において関連がなく、補助事業等の公正な遂行に支障を
及ぼすおそれのない会社など

■設計事務所と工事請負業者については、皆様方が、その責任において契約していた
だくことになります。（国は、工事請負業者などの斡旋はしていません。)

■契約にあたっての入札は、国の契約方法に準じた入札を行っていただきます。

■工事を途中で中止する場合、それまでにかかった設計費や工事費などの費用は、皆
様方の負担となりますので、十分にご注意下さい。
（国からお支払いできません。）

工事請負業者などからの勧誘にご注意下さい！

■国が工事請負業者などに勧誘を依頼することはありません
ので、ご注意下さい。

■工事請負業者などとの契約は、補助金の交付の決定後に行
っていただきますので、急いで工事請負業者などを選ぶ必
要はありません。



７ ご質問など・・・Ｑ＆Ａ

７

音響測定の実施

Ｑ２

Ａ１

Ｑ１

当園は、防音工事の対象区域に入っていますか？

原則として、対象施設毎に音響測定を行い、音響の障
害を確認します。
だだし、音響測定を省略することができる場合もあり
ますので、具体的には最寄りの地方防衛局までお問い
合わせ下さい。

Ａ２

どのような手続きをすれば、防音工事ができるので

すか？

皆様のご要望があれば、原則として、交付を受けよう
とする会計年度の前年度の５月１０日までに補助事業
等の計画などを記載した「補助事業等計画書」を提出
していただきます。

※補助事業等計画書を提出していただく前に、具体的な補助事業の
事務手続き等を御説明しますので、沖縄防衛局までお問い合わせ

下さい。

Ａ３

Ｑ３

自己負担が生じる場合があるのですか？

改造工事の場合は、１００％補助ですが、改築工事と
して防音工事を実施する場合等は、自己負担が必要と
なります。
また、本工事に併せて、材料などをグレードアップす
る場合や、防音工事とは関係のない工事に要する費用
も、自己負担となります。
（詳しくはＰ３をご覧下さい）



８

音響測定の実施

Ａ４

Ｑ４

防音工事を行った場合、その財産を、勝手に処分す

ることが出来ないという制限があるのですか？

防音工事は、交付決定通知書に交付の条件が規定

されています。

よって、補助事業により取得した財産（防音サッ

シ、空調設備など）は、「補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律第２２条（財産の処分

の制限）」の規定が適用されます。

そのため、建物の取り壊しなどにより取得した財

産を処分する場合、制限期間が生じます。

具体的な処分の制限期間については、工事の内容

などによって異なることから一律ではありません

ので、やむを得ず、建て替えなどの必要が生じた

場合は、財産処分の手続きなどが必要となること

から、最寄りの地方防衛局までご一報下さい。

○○保育園

補助金等の交付の目的に
反して使用、譲渡、交換、
貸し付け、担保に供しては
ならない。

○○保育園

国（地方防衛局）
への手続きなし
に解体することは
不可



９

工事請負業者などがよく営業に回ってくると聞きますが、

国が工事請負業者など指定しているのですか？

国が工事請負業者などを指定、斡旋することはありませ

ん。工事請負業者などは皆様方の責任において選んで

いただきます。

工事請負業者などの契約は、誰が行うのですか？

皆様方が、交付決定後に、国の契約方法に準じて入札

を実施していただき、工事請負業者などと契約を結んで

いただきます。

なお、工事は、契約締結後、実施していただきます。

防音工事と併せて、床などの張替え工事も行えますか？

防音工事と併せて行うことは可能ですが、張替え工事な

どの費用は自己負担となります。

Ｑ５

Ａ５

Ｑ６

Ａ６

Ｑ７

Ａ７

仮設園舎の設置及び設置場所の賃借料は、補助対象

ですか？

なるべく公有地などを借受けできるよう市町村にご相談

して下さい。

なお、詳細については、最寄りの地方防衛局までお問い

合わせ下さい。

Ｑ８

Ａ８



８ 補助事業に係る主な関連法令等

10

補助事業の面から 予算執行の面から

■防衛施設周辺の生活環境の整備等
に関する法律

■防衛施設周辺の生活環境の整備等
に関する法律施行令（政令）

■防衛施設周辺の生活環境の整備等
に関する法律第三条第２項各号に
掲げる施設について、それぞれ音
響の強度及びひん度を定めた告示

■補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律

■補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律施行令（政令）

■防衛施設周辺対策事業補助金等交
付規則（告示）

■防衛施設周辺対策事業補助金等交
付事務取扱規則（訓令）

■防衛施設周辺防音事業補助金交付
要綱（訓令）

■防衛施設周辺防音事業工事標準仕
方書（通知）

防音工事を実施する上で皆様方には、「補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律」に基づく各種事務手続きを行

っていただきます。



■お問い合わせ先

沖縄防衛局企画部防音対策課
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9
電話：(直通) 098-921-8149 FAX：098-921-8175
HPアドレス：http://www.mod.go.jp/rdb/okinawa/


